
作成日：

議題：

日時： 場所： 恵庭市役所　3階　301・302会議室

出席者： 北星学園大学社会福祉学部福祉計画学科　教授 杉　岡　直　人

恵庭市民生委員・児童委員連絡協議会　会長 西　根　輝　雄

恵庭市老人クラブ連合会　会長 中　村　正　人

介護老人保健施設アートライフ恵庭　事務次長 齋　藤　英　樹

恵庭市介護支援専門員連絡協議会　会長 海　老　厚　志

社会福祉法人恵望会　事務長 米　地       崇

恵庭市歯科医師会　副会長　（アイボリー歯科） 村　松　宏　之

恵庭市町内会連合会　会計長 三　浦       功

恵庭市地域女性連絡会　監事 広　橋　幸　枝

作成部署： 保健福祉部介護福祉課

議事録内容（1/6)

【会議次第】

１．挨拶　(保健福祉部長)

２．議事

　　１平成２５年度介護保険事業の実施状況について

　　２地域包括支援センターの事業の人員基準を定める条例等の制定について

　　３介護支援ボランティア制度について

　　４その他

３．報告事項

　　１介護予防支援事業の一部委託について

　　２第６期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査について

【配布資料】

　　介護支援ボランティア制度（稲城市）

平成26年6月25日 15:00～16:00

平成26年7月7日

(第1回）

第1回　社会福祉審議会　高齢者福祉・介護保険専門部会

会議議事録
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作成日：

議事録内容（2/6)

会長

事務局

で１０億３５４３万４０００円でしたが決算・実績は１１億４９２６万円ということで１億４０００万円ほど増額とな

っております。介護サービス費や地域密着型サービス費は計画より伸びていないものの、施設サービスは１億４０

００万円ほど伸びている状況です。要因としては、市内はもとより近隣市町村での施設整備が進んできたことが考えら

れます。保険給付費合計は３３億７７１２万８０００円の計画に対し決算は３２億８１８万９０００円、執行率９５％

とほぼ堅調に推移しております。参考ですが、昨年も執行率９５％ということで、第５期計画１年目、２年目はほぼ計

次に地域密着型サービスです。平成２５年度の計画は７億２８２７万２０００円で、決算は６億７４３０万５０００円

ということで、地域密着型サービスは５４００万円ほどの減となっております。次に施設サービスですが、計画は合計

平成２５年度の要支援者数ですが計画では１０８９人、実績では１０１９人ということで、要支援者数は７０人ほど

計画より減っている状況となっております。要介護者につきましては計画で１６４２人、実績では１６１７人というこ

とで２５人ほど計画を下回っている結果となっております。要支援者認定者数は予想ほど増加しなかったことが、こち

らの数字から考えるところでございます。

（３）認定者数の推移

（２）人口の推移

人口の推移について、計画の平成２５年度の数値は平成２４年度から平成２６年度にわたる第５期介護保険事業

計画を策定したときに推計した数値となっております。まず計画のときの人口ですが平成２５年度では６万９０６１人

と計画しておりました。平成２５年度の実績としては６万８８７６人ということで計画に比べて１８５名ほど少なくな

っております。続きまして高齢者数ですが、計画段階では１万５７６７人を計画しておりましたが、実績１万５８０６

（４）保険給付費等の推移（計画・実績）

平成２５年度の計画の居宅介護サービス費は１３億２９９４万円ということで計画しておりましたが、決算、実績に

つきましては１１億６４２８万２０００円ということで、計画に対して１億６０００万円ほどの減となっております。

ターの高齢者数、高齢化率、さらには７５歳以上の高齢者の方の人数、率も多い状況となっております。各生活圏

域のバランスが悪いことから、来年からスタートする第６期介護保険事業計画のなかでこの圏域についても見直し

していきたいと考えております。今後この見直しについて案を作成致しますので第２回以降の専門部会のなかで協議

させて頂きたいと考えております。

要支援要介護者認定数については、ひがし地区が要支援者要介護者合わせて８３４人、認定率は１５％となって

人ということで３９人ほど高齢者増えている状況です。高齢化率につきましては計画で２２．８％、実績で２２．９％

とほぼ計画通りとなっております。続きまして後期高齢者数です。計画では７５６７人、実績では７５９２人というこ

とで後期高齢者数も計画より微増となっております。

平成26年7月7日

　それでは議事に入らせて頂きます。

議事１の平成２５年度介護保険事業の実施状況について、（１）から（８）まで関連がございますので一括で提案致し

ます。事務局の説明をお願いします。

それでは議事１の（１）から（７）について説明させて頂きます。

（１）各日常生活圏域の状況

現在恵庭市では３生活圏域を設けております。まず最初に漁川の右岸地区でございます。担当しているのはひがし

地域包括支援センターが担当しております。高齢者数でございますが５５５２人、高齢化率が２０．０％、後期高齢者

おります。みなみ地区でございますが、要支援要介護併せて７１４人、１５．７％、きた地区ですが要支援要介護者併

せて１０５０人、１７．２％となっております。最初のほうで説明致しました高齢者数と同様に、きた地区の要支援者

要介護者の数も他と比べて非常に多い状況にあるということから、こちらについても見直しを検討していきたいと考え

ております。

７５歳以上の方が２６３４人となっております。次に漁川左岸地区ですが、ここはみなみ地域包括支援センターが担当

しております。高齢者数は４５３８人、高齢化率は２２．８％、７５歳以上の方が２１３９人となっております。最後

に島松・恵み野地区ですがこちらはきた地域包括支援センターが担当しております。高齢者数が６１１９人、高齢化率

が２８．９％、７５歳以上の方が２９５３人となっております。

この表から見てもお分かりになると思いますが、ひがしやみなみの地域包括支援センターと比べきた包括支援セン
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作成日：

議事録内容（3/6)

会長

事務局

たものでございます。今まで介護保険法の施行規則で定められていたものを、来年の４月１日までに条例で定めなけ

ればなりません。内容は地域包括支援センターの職員に係る基準及び人数は国の基準に従うべき基準として作らなけ

今まで省令で定めたものを条例に定めるということで従うべき基準と参酌すべき基準とがありまして、介護予防支援

に従事する従事者に係る基準及び人数や利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全確保並

びに秘密の保持等に密接に関連するものを国の従うべき基準に従って条例を作るというものであります。その他

の基準については参酌すべき基準とするものであります。こちらの条例をまずひとつ作らなければなりません。

二つ目の条例としては、地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を市町村の条例により定めるとされ

で来年の月１日の施行を予定しております。今回この第３次地方分権一括法に基づき市町村が条例を作らなければ

ならないものが二つございます。

まず、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準に定められている基準を市町村の条例により定めるものとされ今までは厚生労働

省令で定められていたものを来年の４月１日までに全ての市町村が条例で定める旨、国から通達を頂いております。

２項目の地域包括支援センター事業の人員基準を定める条例等の制定について議題に供します。事務局の説明を

お願いします。

議事の２番、地域包括支援センターの事業の人員基準を定める条例等の制定についてということで説明させて頂き

ます。この度の条例制定については、地域の自主性及び自立性を高めるために第３次地方分権一括法に基づくもの

年度の特徴となっております。その他、いきいき１００歳サポーター養成というものが軌道にのっていまして平成２５

年度で２１地区立ち上がっている状況にあります。

ただいま事務局のほうから、議事１の平成２５年度介護保険事業の実施状況についてご報告を頂いたわけでありま

す。皆さんの質問があれば賜りたいと思います。何かございませんか。なければ承認致したいと思います。それでは

（８）平成２５年度地域支援事業・介護予防事業等の状況

お金については前ページ（平成２５年度介護予防事業費等の状況）のところにのせてあります。二次予防事業３本、

それから一次予防２本ということで事業を実施していきました。回数はほぼ予算のとおり実施してきましたが、実施の

人数が若干落ちました。１次予防事業の啓発事業の介護予防講演会が人数が非常に多かったという点が平成２５

（７）平成２５年度介護予防事業費等の状況

介護予防事業は予算２６４０万７０００円に対して決算は２５０４万７０００円ということで執行率９４．９％とな

っております。次に包括的支援事業任意事業ですが小計の部分６３２５万９０００円の予算に対して５９９７万３００

０円ということで執行率は９４．８％、合計で９４．８％の執行となりおおむね予算どおりの決算となっております。

で１０３９件、費用で９８５３万円の予算でしたが、決算では件数５９９件、費用５６６４万円となっており、件数で

４４０件減、費用で４１８０万円減となっております。この部分につきましては新規事業の開設に伴う利用増を見込ん

でおりましたが、需要の低迷から実績は当初計画ほど伸びなかったと考えております。一方、介護老人保健施設の部

分が増加となりました。計画では件数で１６１件、費用で５億１６９０万２０００円としましたが、決算では件数で１

８７件、費用で６億２４６万３２８１円となり、件数は２６件増、費用は８５００万円増となっております。

いうものを計画しておりましたが決算では件数が５６７件、費用が４７２２万４９１７円となり、件数で２６０件減、

費用は２２２０万円減となっております。この要因としては、予定されていた新規事業所開設が予定通り開設されなか

ったため件数、金額ともに伸びなかったということになっております。また、短期入所生活介護については予算は件数

ております。地域密着型サービスでは平成２５年計画で２６９件、実績で２４５件ということで２４件減っております。

施設サービスでは計画で３１４件、実績で３４４件ということで、３０件ほど増えている状況であります。利用件数に

つきましても居宅介護サービスの利用件数が減って、施設系サービスの利用件数が増えている状況であります。

（６）平成２５年度保険給付費等の状況

（５）保険給付件数等の推移（計画・実績）

保険給付件数等の推移について、計画は６４６５件でしたが実績では５２７１件ということで、１１００件ほど減っ

平成２５年度の保険給付状況をみると給付費の件数も金額もどちらも居宅系サービスの実績が減って施設系が増

えている状況にあります。まず居宅サービスの訪問看護では、予算は件数で８２７件、費用で６９４４万１０００円と

画通り推移している状況であります。

平成26年7月7日
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作成日：

議事録内容（4/6)

会長

事務局

会長

委員

事務局 いま社会福祉協議会さんのほうとボランティアセンターありますので、協議させて頂いております。その協議の中で

そういったところも考えていきたいと思います。よろしくお願いします。

る側になったときの精神的なフォローっていうのが難しいなという思いがあるところと自然と活動ができなくなってい

く時期にいずれ到達する場合が出てくることになりますが、もうそろそろおやめになって頂かなければいけないときに

どのようなかたちでその方に伝えるか、要は精神的なフォローの部分をどこかで盛り込めるようなきっと研修等でのト

ラブルなどもあってお聞きになっているかとは思いますが、その点がみえるような制度にして頂きたいと受け側として

は考えるところです。よろしくお願いします。

ればと思います。特にございませんか。

ボランティア制度の部分について今後取り入れるという方向でいま話があったと思いますが、私もこういった形で、

生きがい対策等々に繋がっていいのかなと思っております。いまもそうなんですがボランティアで活躍されている方々

が病気等々で活動ができなくなり、今までボランティアをしていた側になるというんでしょうか、お手伝いを必要とす

がること。また、高齢者の生きがい対策にも通じること、さらには介護事業所等での人材不足解消につながることなど

が挙げられます。このことから介護支援ボランティアポイント制度について、次期の平成２７年度から平成２９年度に

わたる第６期介護保険事業計画期間中に実施できるようとり進めてまいりたいと考えております。

いま、介護支援ボランティア制度について説明を頂いております。みなさんからご意見ご要望があれば出して頂け

２１％、２号保険料（４０歳～６４歳）２１％となっております。視察を致しました稲城市の例でありますけれども、

平成２３年度の介護支援ボランティアポイント事業費は総額で約１５０万円でありました。市の負担は１２．５％です

ので、市の負担は約１９万円で、財政負担としては軽微なものとなっております。

次に、近隣市町村の動向ですが、札幌市、室蘭市、苫小牧市、北広島市が導入または導入予定となっておりま

す。この制度の効果・メリットでありますが、高齢者のボランティア活動という社会参加活動を通じて介護予防につな

考え方でありますけども、ボランティアですから交通費等は出ません。交通費程度と考えておりまして過剰なものとは

考えておりません。

次にこの介護支援ボランティアポイント制度を実施した場合の事業費でありますけどもこのボランティアポイント制

度につきましては、介護保険制度として認められており、介護保険特別会計の地域支援事業の活用が可能となっ

ております。地域支援事業の財源構成でありますけども国が２５％、道と市が１２．５％、１号保険料（６５歳以上）

具体的なボランティアの内容ですが、例としてはデイサービスでの利用者への給食の盛り付けや、配膳、後片付

け、老人保健施設等での筋力向上トレーニング教室での見守り、特別養護老人ホーム等でのレクリエーションで

の指導、話し相手、裁縫、洗濯物の整理などのボランティア活動になります。ポイントの付与につきましては、２時間

程度で１００ポイントを想定しております。１０００ポイント１０回ポイント換金は１０００円、２０００ポイント２

０回ポイント換金は２０００円、最高は５０００ポイントで５０００円が上限ということになります。ポイント換金の

の２月に視察を致しました。その際の資料が別添で「稲城市介護支援ボランティア制度」があります。そちらをご覧頂

きたいと思います。

まず、この介護支援ボランティア制度の概要でありますけれども、高齢者が介護事業所等でボランティアを行った際

にその活動に対しポイントを付与し、そのポイント数に応じてポイント換金して交付する制度となっております。対象

者は介護保険料を滞納していない６５歳以上の高齢者になります。

それでは３項目目の介護支援ボランティア制度についての議題について提案致します。事務局の説明をお願い致し

ます。

それでは介護支援ボランティアポイント制度について説明させて頂きます。以前より市議会でも高齢者支援ボランテ

ィアポイント制度の導入について一般質問がありまして、この制度を最初に構築をしました東京都の稲城市を昨年

この２つの条例ですが、今後条例の骨子だとか条例案を介護福祉課でまとめていきたいと考えております。専

門部会の皆様にも骨子または条例案が出来次第、ご説明して意見を伺ってまいりたいと考えております。

ただいま地域包括支援センターの事業の人員基準を定める条例等の制定についてご説明がありました。皆様方ご

理解、ご納得頂きましたでしょうか。質疑があればお伺いします。ご意見がなければ承認致したいと思います。

ればなりません。またその他の基準に関しては参酌すべき基準として市町村独自の基準を設けて条例を定めることと

なっております。この条例につきましては来年の４月１日施行ということで事務的な準備もございますので、今年の９

月議会、第３回定例会に上程していきたいと考えております。

平成26年7月7日

4 ページ



作成日：

議事録内容（5/6)

会長

事務局

会長

事務局

画への反映や対応について、この件についても２回目以降の専門部会で委員の皆様にご報告し意見を伺いたい

と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

のニーズ調査、今度は要介護の認定、要支援の認定を受けていない一般高齢者向けに、アンケートを実施したい

と考えております。目的は先ほどの、１回目のニーズ調査と同じ目的となっております。調査の期間は本年７月中

旬～８月８日までを予定しております。調査対象は６５歳以上の居宅にいる一般高齢者とし日常生活圏域毎に抽出し

た約１５０名、３圏域でございますので４５０名から５００名程度をアンケート調査したいなと考えております。

ただいま説明しました１回目のニーズ調査と今後予定しております２回目のニーズ調査を踏まえ、第６期事業計

っております。来年から３年間の第６期事業計画にむけてですね本年３月にアンケート調査を実施しております。目的

ですが、ここに書いてある通り要介護者を対象に介護者状況や介護保険サービスの満足度、利用意向等を把握し

第６期計画の基礎資料とするということで本年３月１４日から３月２８日にかけて、６５歳以上の居宅にいる要支援１

から要介護２の認定者５０４名を抽出してアンケート調査を実施致しました。回答者３２３名となっております。各項

目と回答率につきましては、後ほどご覧頂きたいと思います。続きまして１３ページでございますが、２番の第２回目

ます。２件目は７４歳男性で要支援２、指定介護予防支援事業所はひがし地域包括支援センター、委託先は静岡

県のさわだの匠居宅介護支援事業所となっております。委託理由は記載のとおりで委託内容につきましては１件目と

同じ全ての一連の内容となっております。審査については介護保険法に基づき指定居宅介護支援事業所に関する事

項や従事者の資格等について審査し２件実施しておりますのでご報告致します。

資料の１２ページでございます。報告事項の２、第６期介護保険事業計画策定に係るアンケート調査について、とな

ようとするときは、あらかじめ市町村長に届け出しなければならない旨が定められております。このことから平成２５

年度、以下の２件の届け出がありましたので専門部会に報告させて頂きます。まず１件目につきましては８５歳女性、

要支援２の方で、指定介護予防支援事業者はみなみ地域包括支援センターとなっております。委託先はケアマネジメ

ントセンターしろにじとなっております。委託する理由につきましてはこちらに記載のとおりでございまして委託内容

は申込みの受付からケアプランの作成、モニタリング、給付管理までの一連の内容を委託している内容となっており

ると理解してよろしいですね。それでは報告事項お願いします。

それでは、報告事項の１と２と続けてお話させて頂きたいと思います。報告事項１の介護予防支援業務の一部委

託についてご説明させて頂きます。

一部委託については介護保険法または介護保険施行規則のなかで定められ、指定介護予防支援の一部を委託し

さんに説明してまいりたいなと考えております。

ただいま事務局から介護保険制度の見直しにつきまして、参議院で主要な事項が可決されたようでございますし今

後政令が発布される段階で、また事務局の案を承認する形になろうかと思います。ただ一点だけ、地域包括支

援センターの人員基準を定める案については今後市の条例の改正も必要になりますのでそれまでにまた会がもたれ

政令で定めるとしか出てきておりません。二つ目としては先ほどこれも部長のほうから話がありましたが、軽度者のサ

ービスを一部市町村の事業に移行することで、介護の必要度が低い要支援１、２の人向けの訪問・通所の介護

を２０１７年度までに段階的に市町村に移行していく内容となっております。３つ目が医療と介護の連携強化を目指し

都道府県に基金を設置する、４つ目が特別養護老人ホーム新規入所要件を平成２７年４月から原則要介護３以上に

厳格化する、というような内容になっております。今後いろいろと詳細が国から出てきますので、随時専門部会の委員

今後国から具体的な事業内容やガイドラインが示されていきますので、２回目以降の専門部会で随時ガイドライン等

をお示しして専門部会の委員の皆様にもご説明したいと考えております。

主な内容としては、今まで一律１割負担だった介護保険サービスの自己負担部分が一定の所得がある方は１割か

ら２割に引き上げるという内容になっておりますが、厚生労働省の中で対象となる所得額はまだ確定しておりません。

現在、案として出てきているのが年間の年金収入が２８０万円以上の人を想定しておりますが、具体的な基準は今後

ます。事務局よろしくお願いします。

最近新聞やニュースで介護保険制度の見直しという記事がずいぶん出てきております。本年２月２４日に開催され

ました２５年度の第２回専門部会の中で見直しの概要について説明致しましたが、介護保険制度を見直す法律であ

ります地域医療介護総合確保推進法という法律が６月１８日先週の水曜日に参院本会議で可決、成立しております。

あとはよろしいですか。ではそのほかの項目にはいらさせて頂きます。何か説明することがあればよろしくお願いし

平成26年7月7日

5 ページ



作成日：

議事録内容（6/6)

会長

ます。本日はご多忙の中、ご出席審議賜りましたこと心よりお礼を申し上げ閉会のことばとさせて頂きます。

　本日は誠にありがとうございました。

平成26年7月7日

ありがとうございました。それでは本日提案がありました各案件についてのご理解、いま承認を賜ったわけでござい
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